
1 

 

庁舎スペース利活用における文書デジタル化業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

業務委託に関する契約を締結するにあたり、下記のとおり参加者を募集いたします。 

 

記 

 

１ 件名 

庁舎スペース利活用における文書デジタル化業務委託 

 

２ 業務内容 

調達仕様書（別紙１）のとおり 

※業務内容の一部を再委託することは可とする。 

※契約時の仕様は、採用された企画提案に基づき変更することがある。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和６年３月 31日（日）まで 

 

４ 履行場所 

渋谷区が指定する場所 

 

５ 金額に関すること 

予算上限額 ３４，８７０，５７４円（税込） 

※１ この金額は、本業務の調達における提案価格の上限額であり、契約時の予定価格を示すもので

はない。 

※２ 本業務にかかるすべての経費を含む。 

※３ 本事業における令和５年度予算についてはプロポーザル実施時点で未確定であり、渋谷区議

会にて予算が不成立となった場合は、プロポーザルの結果に関わらず契約は行わない。また、そ

の場合、本プロポーザル及び業者決定後の契約準備に要した費用については、参加業者の負担と

なる点に留意すること。 

 

６ 参加資格 

企画提案書提出者に要求される資格は、次のすべてを満たす必要がある。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当しないこと。 

(2) 渋谷区における競争入札参加資格（東京電子自治体共同運営入札参加資格）を有していること。

なお、区の競争入札参加資格を有しない事業者から参加申込があった場合は、次の各号に掲げる書

類を併せて提出させるものとする。 

(ア) 登記事項証明書（正本）（発行後３か月以内のもの。法人に限る。） 
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(イ) 商号登記簿謄本（正本）（発行後３か月以内のもの。個人で商号を用いる者に限る。） 

(ウ) 身分証明書（正本）（発行後３か月以内のもの。個人で商号を用いないで営業している者に限

る。本籍地の市区町村が発行するもの） 

(エ) 登記されていないことの証明書（正本）（発行後３か月以内のもの。個人で商号を用いないで

営業している者に限る。） 

(オ) 財務諸表（直前決算のもの。貸借対照表及び損益計算書） 

(カ) 法人事業税の納税証明書（正本）（法人に限る。） 

(キ) 法人税又は所得税の納税証明書その１（正本） 

(ク) 消費税及び地方消費税の納税証明書その１（正本） 

(ケ) 前各号に掲げるもののほか、選定委員会が必要と認めるもの 

(3) 渋谷区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成 9 年 3 月 27 日区長決裁）による指名停止

を受けていないこと。 

(4) 渋谷区契約関係暴力団等排除措置要綱（平成 25 年 11 月 25 日区長決裁）に基づく入札参加除外

措置を受けていないこと。 

(5) 経営不振の状態でないこと。 

(6) ISMS適合性評価制度の ISO/IEC27001（JIS Q27001）認証を取得していること。 

(7) 過去５年以内に、地方自治体、国又は民間企業において、同種・同類の実績があること。 

※ 参加者が契約締結までに参加資格を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。 

 

７ スケジュール 

(1) 参加申込書受付期間   令和５年２月 10日（金）から２月 24日（金）午後４時まで 

(2) 質問受付期限      令和５年２月 10日（金）から２月 17日（金）午後４時まで 

(3) 質問回答日       令和５年２月 22日（水）頃 

(4) 参加資格審査結果通知  令和５年３月２日（木）（予定） 

(5) 提案書類提出期限    令和５年３月 10日（金）午後４時まで 

(6) プレゼン・ヒアリング等 令和５年３月 24日（金）（予定） 

(7) 契約候補者の決定    令和５年３月 31日（金）（予定） 

 

８ 参加申込 

(1) 提出期限 

令和５年２月 24日（金）午後４時まで（必着） 

(2) 提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 参加資格６（２）（６）の認証取得等が確認できるもの（証の写しなど） 

③ 会社案内等（会社概要を含むパンフレットで可） 

④ 労働条件調書（様式３） 

(3) 提出方法 

提出期限までに提出書類をＩＣＴセンター宛てに電子メールで送信すること。 
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※送信後、電話により受信確認を行うこと。 

※渋谷区における競争入札参加資格を有しない事業者が、参加資格６（２）の書類を提出する場

合は、平日午前９時から午後４時までの間にＩＣＴセンター（区役所 10階）まで持参すること。 

※持参にあたっては、事前に１６問い合わせ先に電話をして訪問日時を調整すること。 

 

(4) 参加資格審査結果の通知  

参加申込書の提出があった者の資格審査を行う。 

参加申込書を提出した全ての応募者に対して参加資格審査結果通知書を送付し、参加資格の可

否を通知する。 

 

９ 質問票 

(1) 提出期限 

令和５年２月 17日（金）午後４時まで（必着） 

(2) 提出方法 

質問票（様式２）に記載の上、電子メールで送信すること。 

※送信後、電話により受信確認を行うこと。 

(3) 回答方法 

全ての提案者に対し、上記の質問回答日までに質問者名を伏せたうえで、質問と回答を電子メ

ールに添付して送付します。 

 

１０ 提案書類の提出 

(1) 提出期限 

令和５年３月 10日（金）午後４時まで 

(2) 提出方法 

提出前に別途担当者へ確認すること。 

(3) 提出書類 

提案書類作成要領（別紙２）のとおり 

(4) その他 

提案内容の評価を公平・公正に行うため、企画提案書には会社名、住所等事業者の特定ができる

内容の記載は行わないこと。また、提出後の記載内容の変更は認めない。 

参加申込書提出後に企画提案書の提出を辞退する場合は、その理由を記載した辞退届（様式自

由）を企画提案書提出期限までに提出すること。 

 

１１ プレゼンテーション及びヒアリング 

対象となる参加者には、令和５年３月２日（木）を目途に詳細を通知する。 

なお、応募が多数となった場合は企画提案書を審査し、上位数社に対し、プレゼンテーション及びヒ

アリングを実施するものとする。この場合において、実施対象者か否かについて、令和５年３月 20日

（月）を目途に通知する。 
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(1) 日時 

令和５年３月 24日（金）（予定） 

(2) 場所 

渋谷区役所 (予定) 

※１社あたり 50分（プレゼンテーション 20分・デモンストレーション 10分・ヒアリング 20分）

程度を予定している。 

※本業務を受託した際の主な担当者（プロジェクト責任者）を含む３人以内が参加すること。 

※説明については、主な担当者が説明すること。 

 

１２ 評価基準、評価方法等 

委託候補者の選定は、次の手順で実施する。 

(1) 評価基準に基づき、選定委員会において提案の評価等を総合的に審査する。最終的に評価点が高

く１位として決定した者を契約候補者として選定する。選考において、評価が同点の場合には、

見積もり金額の最も低かったものを選定する。契約候補者が辞退した場合又は特別な事情により

渋谷区と契約締結ができなくなった場合は、次点の者から順に契約交渉を行う。 

(2) 選定結果については、自己の結果のみを提案者に対し文書にて通知する。 

 

１３ 失格又は無効とするとき 

(1) 他の企画提案者の参加を妨害する行為、本件事務担当者の職務執行を妨害する行為を行った者

の企画提案や、正常な競争を妨げる目的をもって談合したことが認められる企画提案者は、失格

とする。 

(2) 企画提案書に虚偽又は不正の記載をした企画提案者は失格とする。 

(3) １者が複数の企画提案書を提出した場合は、そのすべてを無効とする。 

(4) 渋谷区の求める企画提案に関する要件に適合しない企画提案書は無効とする。 

 

１４ 契約の締結手続 

選定された委託候補者と、提案内容に基づき仕様内容を協議のうえ、契約を締結する。 

 

１５ 提案にあたっての注意事項 

(1) 企画提案書の作成や提出等、提案に係る一切の費用は参加者の負担とする。 

(2) 渋谷区に提出された企画提案書等の書類の返却は行わない。渋谷区は、提出された書類を本件以

外の目的に使用しない。本プロポーザル終了後に、責任をもって保管・廃棄する。 

(3) 渋谷区が提供する資料は本件の企画提案に係る検討以外の目的に使用することはできない。ま

た、この目的であっても、第三者に内容を提示することや使用させることはできない。 

(4) 本件の手続き及び提出書類で用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。 

 

１６ 問合せ先 

渋谷区デジタルサービス部ＩＣＴセンター 
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〒150-8010 渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区役所 10階 

電話 03-3463-1152（直通） 

E-Mail div-ictcenter@shibuya.tokyo 

../../../div-ictcenter@shibuya.tokyo

